
 

 

○ 

マ
ン
シ
□
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
□
□
抄
□ 

※ 

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
□
令
和
六
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号
□
第
六
条
に
よ
る
改
正
関
係 

附 

則 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
省
令
は
□
令
和
六
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
マ
ン
シ
□
ン
管
理
業
者
が
掲
げ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ
□
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
は
□
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
□
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
□
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
と
み
な
す
□ 

別
記

様
式

第
二

十
六

号
（

第
八

十
一

条
関

係
）

 

 
改 

正 

後 

別
記

様
式

第
二

十
六

号
（

第
八

十
一

条
関

係
）

 

 

改 

正 

前 

登
録

番
号

国
土

交
通

大
臣

（
　

　
）

第
　

　
　

　
　

号

登
録

の
有

効
期

間
年

月
日

か
ら

年
月

日
ま

で

商
号

、
名

称
又

は
氏

名

代
表

者
氏

名

こ
の

事
務

所
に

置
か

れ
て

い
る

専
任

の
管

理
業

務
主

任
者

の
氏

名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

電
話

番
号

　
　

　
（

　
　

　
）

　
　

　
　

　

標
　

　
　

　
　

識

マ
　

ン
　

シ
　

ョ
　

ン
　

管
　

理
　

業
　

者
　

票

30cm以上

3
5cm以

上

登
録

番
号

国
土

交
通

大
臣

（
　

　
）

第
　

　
　

　
　

号

登
録

の
有

効
期

間
年

月
日

か
ら

年
月

日
ま

で

商
号

、
名

称
又

は
氏

名

代
表

者
氏

名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

電
話

番
号

　
　

　
（

　
　

　
）

　
　

　
　

　

標
　

　
　

　
　

識

マ
　

ン
　

シ
　

ョ
　

ン
　

管
　

理
　

業
　

者
　

票

25cm以上

3
5cm以

上


